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現 場 説 明 書 
特記事項（営繕） 

令和７年８月１日以降適用 

工

程 

（関連工事の調整）・・・約款第2条関係 

本工事は次に掲げる工事と関連するので、相互の連絡調整を密にし、工事の円滑な進捗に努め

ること。 

工事名 

(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(建築)工事 

(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(電気)工事 

(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(空調)工事 

(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(昇降機)工事 

（着工保留、工事中止） 

特になし。 

（指定部分）・・・約款第38条 

特になし。 

（工事の順序） 

・本工事の実施に伴い、給水装置工事申込書を提出すること。給水装置工事に関連する、水道

局発注の水道本管延長工事を実施すること。（敷地東側歩道部分）実施の時期については、

水道局の指示及び、関連工事業者と協議して決定すること。 

･本体着工に先立ち、別途工事（建築）において既設水路を横断する進入路設置工事を先行す 

る。（出入口①～③） 

･進入路設置工事期間は千代水スポーツ広場出入口からの通行を可とするが、既設ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 

を先に敷鉄板養生してから工事を進める計画としている｡(※床版耐荷重:推定4t程度) 

･敷地内北側(出入口③付近)には既存電柱があり、令和８年２月から３月にかけて電力会社の 

責において移設を予定しており、出入口③工事に支障がある範囲は電柱移設後の施工とする。 

･設計図（M-60）『工事区分表』に示す内容について、関連工事業者と施工順序・適用範囲を 

相互が確認･調整をして施工をすすめること。 

（休日の工事の施工）・・・標準仕様書関連 

鳥取市の休日を定める条例（平成元年3月30日鳥取市条例第2号）第１条に規定する鳥取市の休

日には工事の施工を行わないこと。やむを得ず工事の施工を行う場合はあらかじめ監督員の承

諾を受けること。 

（施工時間）・・・標準仕様書関連 

本工事の施工時間帯は、昼間施工(午前８時から午後５時まで)とする。この時間帯以外にやむ

を得ず工事の施工を行う場合はあらかじめ監督員に通知すること。 

（関係機関との協議） 

敷地東側の用水路は５月ごろから１０月ごろにかけて水位が上昇する（農業用水）ため水路付

近で行なう工事時期については、大井手土地改良区および監督員と協議の上、計画すること。 

敷地東側には鳥取警察署があり､騒音､振動､電波を伴う作業がある場合は､予め警察署へ作業

内容について協議または通知を行い､指示がある場合はその内容を遵守し作業を行なうこと。 

（鋼材等の調達の遅れによる工期の延長） 

受注者の責に帰することができない事由により鋼材等の調達が遅れ、工期内に工事を完成でき

ない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができ

る。 

（週休２日工事） 

本工事は、週休２日工事の対象とし、https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1709620874715/index.html

に掲載の鳥取市営繕工事における週休２日工事実施要領（令和7年7月29日付鳥取市総務部長通

知）に基づき実施すること。 

用

地 

（工事用地の確保）・・・約款第16条関係 
進入路設置工事期間(着工から３か月程度)は設計図（M-57）『〈参考図〉仮設計画図（建築工事）』

に示す【工事関係車両駐車場】を使用出来る。これらの使用にあたっては、監督員と事前に調

整を行うこととする。※進入路設置後は施工者の責において工事用地を確保すること。 

（敷地の使用の制限） 

特になし。 

（工事道路等の制限） 

特になし。 

（工事用水、電力） 

本工事に必要な工事用電力、水などの費用及びこれらの官公署への諸手続きなどの費用はすべ
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て受注者の負担とする。なお、隣接施設の電力、水等の使用を希望する場合は、受注者の責に

おいて施設管理者と協議の上、承認を受けることとする。使用する場合は、使用前、使用後の

計量器の読み値を記録し監督員へ提出すること。 

安

全

対

策 

（交通誘導員等） 

一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。 

なお、交通整理は別途工事（建築）で見込んでいるため、工事車両等の誘導についての調整は

相互間で行うこと。 

仮

設

備 

（仮囲い等の安全対策） 

特になし。 

（リース品の継続使用） 

特になし。 

建

設

副

産

物

の

処

理 

（建設発生土の処理） 

(1)建設発生土は、全て自然由来の第二種特定有害物質(鉛･砒素･ふっ素）を含有する汚染土壌

とみなして適切に場外処分すること。 

場外処分先(見込み)：株式会社ｾｰﾌﾃｨｰｱｲﾗﾝﾄﾞ(兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町16番地7) 

(2) 土壌を敷地外に運搬する車両はタイヤ・荷台等から特定有害物質等が流出･飛散･浸透しな 

いよう、措置を講じること。 

（産業廃棄物の処理） 

建設工事等から生じる廃棄物の処理については、関係法令を遵守すること。 

（産業廃棄物の処理に係る税） 

産業廃棄物の処理に係る税に相当する額を見込んでいる。 

（再資源化施設への排出） 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、建設発生木材等は、下表の再資源化施設へ搬出することを見込

んでいるが、他の施設への搬出を妨げるものではない。 

 持込場所 運搬距離 再資源化の費用 備考 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊  km 円／ｔ  

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊  km 円／ｔ  

建設発生木材  km 円／m3  

その他【   】  km   

（建設発生土の使用） 

特になし 

（再生資源の活用） 

リサイクル資材及び鳥取県認定グリーン商品の利用については、『現場説明書一般的事項(営

繕)』に準ずる。 
 (事前調査結果の説明・掲示) 

建築物等の解体、改造又は改修を行う場合、作業前にその建築物等における石綿含有材料等の

使用の有無に関する事前調査を実施し、その結果について書面を交付して説明すること。また、

現場内の公衆に見やすい箇所に掲示すること。 

工

事

支

障 

（埋設物等の事前調査） 

埋設物についての事前調査を行い、工事を行うこと。 

（支障物件） 

敷地内の既存電柱について…前頁の工程（工事の順序）に記載のとおり、令和８年２月から３

月にかけて電力会社の責において移設する予定。 

現場周辺の用水路の側壁(構造体)は底盤に近づくにつれて敷地側へ傾いているため、付近で作

業をする場合は損傷しないよう注意すること。 

排

水

関

係 

（濁水処理） 

工事中の濁水は適正に処理を行い、排水すること。 

排水処理方法については、事前に大井手土地改良区と協議すること。 

※別途工事（建築）主体で協議するため、関連工事業者間で調整をすること。 

そ

の

他 

（支給材料及び貸与品） ・・・約款第15条関係 

特になし。 

（部分使用）・・・約款第33条関係 

特になし。 

（工事保険等）・・・約款第50条関係 

工事に着手する際には、建設工事保険等に加入するとともに第三者に対する保険にも加入する

こと。また、保険加入後速やかに監督員に報告すること。なお、保険期間は、原則工事着工か

ら工事完成日に１４日加えた日とする。 
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（履行報告）・・・約款第11条関係 

毎月提出すること 

（労働安全衛生法関係） 

労働安全衛生法第30条第１項に規定する措置を講ずべきものとして、同条第２項の規定により

建築工事の現場代理人（又は監理技術者）を指名する。 

 

（近隣住民対策等） 

既存施設に損害を与えるなどのトラブルが生じないよう施工すること。なお、損害を与えた

ときは、請負者の責任において復旧すること。 

騒音・振動・におい等の施設の行事等に支障のある工事については、監督員及び施設管理者

等と協議の上施設の行事等に配慮した計画を立て施工すること。 

(熱中症対策) 

熱中症対策について https://www.pref.tottori.lg.jp/291941.htm に掲載の熱中症予防対

策資料を参考に熱中症予防対策を実施すること。 また、気象庁から高温注意報（最高気温３

５℃以上が予想される場合）が発表された日においては、作業の中断、作業時間の短縮を行う

か、十分な水分、塩分の摂取のほか休憩場所の整備及び十分な休憩時間を確保するなどの熱中

症予防対策を確実に実施したうえで作業を行うこと。 

（現場代理人の兼務） 

鳥取市発注工事等における現場代理人の常駐義務の緩和措置について（令和2年6月5日付総

務部長通知）に基づき、現場代理人の兼務について協議対象の工事は、以下の条件を全て満た

す場合に認めることとする。 

１．対象 市発注工事及び業務（水道局が発注するものを除く。）のうち、以下の条件を全て

満たすものについて、合計３件まで現場代理人の兼務を認める。 

（１）請負代金額が１，５００万円以上の工事等は、３件のうち１件以下であること。 

（２）兼務の対象となる各工事等の請負代金額が、いずれも４，５００万円（建築一式工事の

場合は９，０００万円）未満であること。 

（３）兼務を行おうとする現場代理人が、他の工事等で建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第２６条第３項の規定による専任を要する主任技術者又は監理技術者となっていないこと。 

２．手続き 現場代理人を兼務させようとする場合は、現場代理人兼務届（様式第１号）に

兼務の対象となる各工事等の位置図及び工程表を添付し、各工事の監督員に提出する。現場

代理人の兼務状況に変更があった場合又は兼務を解除する場合（兼務の対象となっているい

ずれかの工事等が完成した時も含む。）は、現場代理人兼務状況変更届（様式第２号）を各

工事の監督員に提出すること。 

（情報共有システム） 

本工事は、情報共有システムを試行的に利用するものである。鳥取市電子納品・情報共有運

用ガイドライン（営繕工事）は別途指示する。なお、関連工事間で情報共有システムは統一す

るものとし、利用に係る経費については別途協議する。 
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                          現    場    説    明    書           一般的事項（営繕） 

令和３年５月６日改正 

１ 法令等の遵守について 

(1) 建設業法、労働安全衛生法等の各種関連法令及び鳥取県建設工事における下請契約等適正

化指針（平成27年3月19日付第201400194303号県土整備部長通知。以下「適正化指針」という。）

を遵守し、法令及び適正化指針に抵触する行為は行わないこと。 

(2) 建設業からの暴力団排除の徹底について 

ア 鳥取市暴力団排除条例（平成24年3月22日鳥取市条例第1号）に基づき、暴力団、暴力団員

又はこれらの利益につながる活動やこれらと密接な関係を有するなどの行為を行なわない

こと。 

イ  工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害を受けた

場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協

力を行うこと。 

ウ  この場合において、工程等を変更せざるを得なくなったときは、速やかに監督員に協議す

ること。 

(3) 工事現場に配置する現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士（以下、

「技術者等」という。）は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければ

ならない。 

(4) 恒常的な雇用関係とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のな

い雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することを

いい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（３か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々

一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双

方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに

技術者等が、建設業者が組織として有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の

業務を行うことができることをいう。 

 

２  下請関係の適正化について  

(1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は適

正化指針（第9条第1項を除く。）及び「建設工事における適正な価格による下請契約に関す

る要綱」(平成26年10月3日付第201400102617号県土整備部長通知)の趣旨に則り、優良な専門

工事業者の選定、適正な価格による下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工

体制の確立及び下請における雇用管理等の指導等に努めること。 

(2)  鳥取市建設工事低入札価格調査制度実施要領（平成11年９月14日制定）第４条に規定する

調査基準価格を下回る金額でその工事を落札した受注者（共同企業体として落札した場合に

あっては、そのすべての構成員とする。）は、工事の一部を第三者に請け負わせたときは、

その下請契約一件ごとに別に定めるところにより建設工事執行状況報告書を作成し、当該工

事の完成検査結果の通知日から20日以内に発注者へ提出しなければならない。 

(3) 工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、県内業者（県内に本店を有す

る者をいう。以下同じ。）と契約すること。ただし、技術的に対応できる県内業者がない業

務を委託する場合、特段の理由がある場合は、監督員に事前協議して県外業者と契約するこ

とができる。 

 (4) この契約に係る工事の適正な施工体制を確保するため、受注者は、「鳥取県建設工事施工

体制調査・指導要領」（平成16年３月11日付管第2313号鳥取県県土整備部長通知）に基づく

調査その他市の行う調査に協力すること。また、受注者は下請業者を使用する場合に当って

は、当該下請業者に対し当該調査に協力するよう指導すること。 

(5)  建設業退職金共済制度への加入等 

ア 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その

建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付する

こと。ただし、下請を含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金

共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができない

と認められる場合は、この限りでない。 

イ 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則と

して証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び

証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下

請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。 
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ウ 受注者は、工事現場に｢建設業退職金共済制度適用事業主工事現場｣の標識を掲示するこ

と。 

エ 「建設業退職金共済制度の普及徹底に関する措置要綱」の規定に則り、建退共の掛金収納

書を提出するとともに工事完成時には使用枚数の実績報告書を提出すること。 

 

３ 労働安全衛生の確保について  

(1) 労働災害のリスク低減のため、「建設工事における労働災害防止のためのリスクアセスメ

ント等について」（平成23年９月30日付第201100099979号県土整備部長通知）に基づくリスク

アセスメント等に積極的に取り組むこと。 

(2) 工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から

実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。 

ア 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

イ 当該工事内容等の周知徹底 

ウ 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 

エ 当該工事における災害対策訓練 

オ 当該工事現場で予想される事故対策 

カ その他、安全・訓練等として必要な事項 

 

４  建設資機材の使用について 

(1) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」（平成22年１月

20日付第200900157785号県土整備部長通知）に基づくリサイクル製品がある場合は、原則こ

れを使用すること。 

(2)  リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。 

ア 県内産の資材がある場合は、県内産の資材を使用すること。 

イ 県外産の資材を使用する場合は、県内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下

「県内販売業者」という。）から購入した資材を使用すること。ただし、当該資材について

県内販売業者がない場合は、この限りでない。 

(3)  建設機械の使用について 

ア  施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用する

よう努めること。 

イ  工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）又は建設機械等

の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等（以下「不正軽油」と

いう。）を使用しないこと。また、県が使用燃料の抜き取り検査を行う場合には、現場代理

人がこれに立ち会うなど協力を行うとともに、不正軽油の使用が発見された場合には、当該

燃料納入業者を排除するなどの是正措置を講じること。 

(4)  ダンプトラック等による運搬について 

ア 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法（昭和42年法律

第131号）の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入

車の使用を促進するよう努めること。 

イ 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようにするなど

違法運行を行わせないようにすること。違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解

消する措置を講ずること。 

 

５ リサイクルの促進について 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）及び「鳥取県県土

整備部公共工事建設副産物活用実施要領」（平成22年９月13日付第201000087971号県土整備部

長通知）に基づき建設副産物のリサイクル等に努めること。 

 

６ 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について 

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転

嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成25年法律第41号）で禁止された転嫁拒否

等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。 

 

 

 

 

 



工事名：(仮称)鳥取市北部学校給食センター新築(給排水)工事 

 

７ その他 

(1)  工事実績情報について 

工事請負代金額500万円以上の工事について、受注時は工事契約後10日以内に、登録内容の

変更（技術者の配置変更、工期の変更）時は変更があった日から10日以内に、完成時は完成後

10日以内に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督員に確認を受けた後、（一

般財団法人）日本建設情報総合センターにインターネット等その他により登録するとともに、

同センター発行の「登録内容確認書」を監督員に提出するものとする。 

（2） 本来一体とすべき工事を分割した場合の算定について 

本来一体とすべき同一建築物又は同一敷地内の工事を分割して発注し、新規に発注する工事

を現に施工中の工事の受注者と随意契約しようとする場合の共通仮設費、現場管理費及び一般

管理費等は、契約済みのすべての工事と新規に発注する工事を一括して発注したとして算定し

た額から、契約済みのすべての工事の額を控除した額とする。 

 (3)  環境保全について 

環境に配慮した公共工事とするため以下のことを実施すること。 

・生活環境の保護・・・施工に伴う騒音や振動の発生を抑える。 

・自然環境の保全・・・自然環境への影響に配慮した工法や景観保全の検討 

・地球環境の保全・・・工事資材の選択や発生する廃棄物処理の適正化による地球環境負

荷の低減 

 

 

 

 


